
３７ 
 

 

 

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
提
出 

質

問

第

三

七

号 

       
 
 

政
府
職
員
の
動
画
投
稿
ア
プ
リ
「
Ｔ
ｉ
ｋ
Ｔ
ｏ
ｋ
（
テ
ィ
ッ
ク
ト
ッ
ク
）
」
の
利
用
の
規
制
に
関
す
る
質
問
主

意
書 

 

   

提 

出 

者 
 

大

西

健

介 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

政
府
職
員
の
動
画
投
稿
ア
プ
リ
「
Ｔ
ｉ
ｋ
Ｔ
ｏ
ｋ
（
テ
ィ
ッ
ク
ト
ッ
ク
）
」
の
利
用
の
規
制
に
関
す
る
質
問
主

意
書 

 

欧
米
で
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
個
人
情
報
が
中
国
政
府
に
渡
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
安
全
保
障
上
の
理
由
か
ら
、
動
画
投
稿
ア
プ

リ
「
Ｔ
ｉ
ｋ
Ｔ
ｏ
ｋ
（
テ
ィ
ッ
ク
ト
ッ
ク
）
」
に
つ
い
て
の
利
用
規
制
の
動
き
が
広
ま
っ
て
い
る
。 

 

ア
メ
リ
カ
で
は
、
昨
年
十
二
月
、
連
邦
政
府
の
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
の
使
用
を
禁
止
す
る
法
律
が
成
立
。
本
年

二
月
に
は
、
政
府
職
員
に
対
し
、
政
府
支
給
の
端
末
か
ら
Ｔ
ｉ
ｋ
Ｔ
ｏ
ｋ
を
削
除
す
る
よ
う
命
じ
た
。
カ
ナ
ダ
政
府
も
、
政
府

が
支
給
す
る
端
末
で
の
使
用
を
禁
止
す
る
と
発
表
。
三
月
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
も
、
政
府
支
給
端
末
で
の
使
用
を
禁
止
し

た
。
そ
こ
で
、
以
下
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一 

日
本
政
府
も
、
動
画
投
稿
ア
プ
リ
「
Ｔ
ｉ
ｋ
Ｔ
ｏ
ｋ
（
テ
ィ
ッ
ク
ト
ッ
ク
）
」
を
名
指
し
し
て
、
政
府
職
員
の
Ｔ
ｉ
ｋ
Ｔ

ｏ
ｋ
の
使
用
を
明
確
に
禁
止
す
る
こ
と
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

二 

松
野
官
房
長
官
は
会
見
で
「
Ｔ
ｉ
ｋ
Ｔ
ｏ
ｋ
は
日
本
政
府
の
な
か
で
も
制
限
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
が
、
「
政
府
機
関
等

に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
た
め
の
統
一
基
準
」
に
は
、
Ｔ
ｉ
ｋ
Ｔ
ｏ
ｋ
と
い
う
具
体
的
な
ア
プ
リ
の
名
称

は
な
く
、
ア
プ
リ
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
注
意
や
機
密
を
扱
う
端
末
で
は
原
則
と
し
て
使
わ
な
い
よ
う
に
と
書
か
れ
て
い
る



 

２ 

 

だ
け
で
あ
り
、
先
進
国
各
国
の
規
制
と
比
し
て
不
十
分
で
は
な
い
か
。 

三 
大
臣
、
副
大
臣
、
政
務
官
が
Ｔ
ｉ
ｋ
Ｔ
ｏ
ｋ
を
使
用
し
て
い
る
か
を
確
認
の
上
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


